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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同期電動機で駆動され、空気を圧縮するスクリュー圧縮機と、
　このスクリュー圧縮機の停止時に前記スクリュー圧縮機の吸入側を遮断する吸入絞り弁
と、
　起動時において、前記同期電動機の目標回転数まで到達する前に前記同期電動機の回転
数を保持する速度保持期間を有し、この速度保持期間を超えた後に前記同期電動機を加速
するように前記同期電動機の回転数の回転速度を制御し、前記同期電動機を前記目標回転
数まで到達させる電動機制御装置とを備えたことを特徴とする圧縮機。
【請求項２】
　前記速度保持期間では前記同期電動機の加速を停止し、一定回転数の指令値の回転制御
とすることを特徴とする請求項１に記載の圧縮機。
【請求項３】
　前記スクリュー圧縮機の吸気側の圧力を計測する圧力センサを備え、
　前記電動機制御装置は、
　前記圧力センサで測定した圧力が、大気圧より大きい値であって予め定められた圧力値
以上の場合に前記同期電動機を加速し、
　前記圧力センサで測定した圧力が前記圧力値未満の場合、前記同期電動機の加速を停止
して前記速度保持期間に入り、前記圧力センサで測定した圧力が大気圧以下のときに前記
吸入絞り弁を開放することを特徴とする請求項１に記載の圧縮機。
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【請求項４】
　前記電動機制御装置は、
　回転数指令値が、前記目標回転数に到達する前の予め定められた回転数に達するまで前
記同期電動機を加速し、
　前記予め定められた回転数に前記回転数指令値が達すると、回転数指令保持を行う設定
時間として予め定めた設定時間に達するまで前記同期電動機の加速を停止することを特徴
とする請求項１に記載の圧縮機。
【請求項５】
　同期電動機で駆動され、空気を圧縮するスクリュー圧縮機と、
　このスクリュー圧縮機の停止時に前記スクリュー圧縮機の吸入側を遮断する吸入絞り弁
とを備えた圧縮機の制御方法であって、
　前記スクリュー圧縮機の起動時において、電動機制御装置は、圧力センサにより測定さ
れた前記スクリュー圧縮機の吸気側の圧力が、大気圧より大きい値であって予め定められ
た圧力値以上の場合には前記同期電動機を加速し、
　前記圧力センサで測定された前記スクリュー圧縮機の吸気側の圧力が、前記圧力値未満
の場合には、前記同期電動機の加速を停止してこの同期電動機を一定回転速度となるよう
回転制御する速度保持期間に入り、前記圧力センサで測定した前記スクリュー圧縮機の吸
気側の圧力が大気圧以下になると前記吸入絞り弁を開放することを特徴とする圧縮機の制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮機及び圧縮機の動作を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　圧縮機を含む装置であって、構成に回転機械、同期電動機（以下「電動機」と呼称する
）を有する装置において、当該電動機を制御する際に、電動機が定格値を超過して運転す
ると、過負荷保護装置で過負荷を検出し、電動機を停止させる場合がある。しかし、装置
によっては、電動機が停止されることが好ましくないこともあり、出来れば停止されない
ようにすることが必要とされることがある。このことについての対応が特許文献１に開示
がある。
【特許文献１】特開平６－２２５７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１では、「実電流検出手段からの検出実電流に基づいて検出された電動機の出
力トルクが上記定格トルク以上の場合には該出力トルクの積算を行い、その積算値が加速
禁止設定値を超過した場合には電動機を一定回転速度になるように目標回転速度出力手段
を制御し、その後、上記積算値が減少して再加速設定値を下回った場合には電動機を再加
速させるようにして上記目標回転速度出力手段を制御するトルク積算手段とを備えたもの
」であり、当該構成とすることで、上述の電動機の停止を回避するようにしたものである
。
【０００４】
　ところで、上記特許文献１にて開示されているのは、一般的な電動機制御装置を対象と
して記載されているものである。例えば、圧縮機においては、過負荷になることで、電動
機が停止等することがある。その場合としては、圧縮機の残圧起動時の処理において、停
止することのあることが知られている。ここで、上記の残圧起動とは、圧縮機停止の直後
に圧縮機出口に残圧が存在しても再起動を行う起動方法のことを呼ぶものとする。この残
圧起動によって、圧縮機が起動出来るようになれば、従来は、数分間待った後でなければ
、圧縮機を再起動出来なかった不便さが解消されるものである。
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【０００５】
　上記残圧起動において、圧縮機を駆動する電動機の負荷は、電動機が圧縮機を駆動する
ための「圧縮機の負荷」と、電動機及び圧縮機を加速するための「加速トルク」の和であ
る。そして、残圧起動時は、残圧の為に「圧縮機の負荷」が大きいと、電動機にとって、
過負荷となって、電動機が脱調し、あるいは保護装置が動作することで、モータ停止に至
ることが知られており、問題となることがあった。
【０００６】
　上述の残圧起動時の電動機に対する負荷については、圧縮機の処理部での圧力と関係し
て変化するものである。
【０００７】
　残圧起動においては圧縮機の吸入絞り弁が閉じた状態で起動を行う。このため、圧縮機
の吸入側の圧力は残圧と等しく、大気圧より高い状態である。電動機が起動後、吸入側の
圧力が大気圧以下となったときに、吸入弁を開き大気を取り込み、圧縮動作を継続する。
この吸入絞り弁を開く期間の前後は「圧縮機の負荷」が大きく、電動機が発生することの
出来る負荷を上回っていれば脱調を引き起こす。従って、上記残圧起動時の電動機の脱調
、停止等を解決するには、これらの圧力などを考慮して、電動機制御などをする必要があ
る。この圧力などを考慮しての電動機の制御については、特許文献１にも開示のないもの
である。
【０００８】
　本発明においては、上記問題を解決することを課題とし、従来よりも、より信頼性の高
い圧縮機が、電動機および電動機制御装置の容量を大きくする必要がない圧縮機制御シス
テム及び電動機制御方法並びに電動機制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記残圧起動において、圧縮機を起動後の或る期間において、回転速度指令作成器より
出力する回転速度を一定に保持することにより、電動機及び圧縮機を加速するために必要
とされる「加速トルク」を削減し、電動機に要求される負荷を、電動機が脱調するトルク
以下とする。
【００１０】
　本発明の圧縮機は、同期電動機で駆動され、空気を圧縮するスクリュー圧縮機と、この
スクリュー圧縮機の停止時に前記スクリュー圧縮機の吸入側を遮断する吸入絞り弁と、起
動時において、前記同期電動機の目標回転数まで到達する前に前記同期電動機の回転数を
保持する速度保持期間を有し、この速度保持期間を超えた後に前記同期電動機を加速する
ように前記同期電動機の回転数の回転速度を制御し、前記同期電動機を前記目標回転数ま
で到達させる電動機制御装置とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　さらに、本発明の圧縮機は、前記速度保持期間では前記同期電動機の加速を停止し、一
定回転数の指令値の回転制御とすることを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明の圧縮機は、前記スクリュー圧縮機の吸気側の圧力を計測する圧力セン
サを備え、前記電動機制御装置は、前記圧力センサで測定した圧力が、大気圧より大きい
値であって予め定められた圧力値以上の場合に前記同期電動機を加速し、前記圧力センサ
で測定した圧力が前記圧力値未満の場合、前記同期電動機の加速を停止して前記速度保持
期間に入り、前記圧力センサで測定した圧力が大気圧以下のときに前記吸入絞り弁を開放
することを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明の圧縮機は、前記電動機制御装置は、回転数指令値が、前記目標回転数
に到達する前の予め定められた回転数に達するまで前記同期電動機を加速し、前記予め定
められた回転数に前記回転数指令値が達すると、回転数指令保持を行う設定時間として予
め定めた設定時間に達するまで前記同期電動機の加速を停止することを特徴とする。
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【００１４】
　また、本発明の圧縮機の制御方法は、同期電動機で駆動され、空気を圧縮するスクリュ
ー圧縮機と、このスクリュー圧縮機の停止時に前記スクリュー圧縮機の吸入側を遮断する
吸入絞り弁とを備えた圧縮機の制御方法であって、前記スクリュー圧縮機の起動時におい
て、電動機制御装置は、圧力センサにより測定された前記スクリュー圧縮機の吸気側の圧
力が、大気圧より大きい値であって予め定められた圧力値以上の場合には前記同期電動機
を加速し、前記圧力センサで測定された前記スクリュー圧縮機の吸気側の圧力が、前記圧
力値未満の場合には、前記同期電動機の加速を停止してこの同期電動機を一定回転速度と
なるよう回転制御する速度保持期間に入り、前記圧力センサで測定した前記スクリュー圧
縮機の吸気側の圧力が大気圧以下になると前記吸入絞り弁を開放することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、従来よりも、より信頼性の高い圧縮機が、電動機および電動機制御装
置の容量を大きくする事がない圧縮機制御システムを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明は、空気の取り込み口に弁を有する圧縮機と、圧縮機を動作させる電動機と、該
電動機の回転速度を制御し駆動する電動機制御装置とからなり、前記電動機制御装置は、
前記圧縮機内部の圧力が大気圧よりも高い条件下で前記電動機を起動する際に、空気の取
り込み口の弁を開放するまでの高いモータトルクを要求される期間中、前記電動機の回転
速度をほぼ一定値に保持させ、脱調させることなく安定に行う圧縮機制御システムである
。
　また、本発明は、前記電動機制御装置が、前記電動機への回転数指令値を用いて回転速
度をほぼ一定値に保持させる圧縮機制御システムである。
　そして、本発明は、空気の取り込み口に弁を有する圧縮機を動作させる電動機の回転速
度を制御し駆動する電動機制御装置であって、前記圧縮機内部の圧力が大気圧よりも高い
条件下で前記電動機を起動する際に、空気の取り込み口の弁を開放するまでの高いモータ
トルクを要求される期間中、前記電動機の回転速度をほぼ一定値に保持させ、脱調させる
ことなく安定に行う電動機制御装置である。
　さらに、本発明は、前記電動機への回転数指令値を用いて回転速度をほぼ一定値に保持
させる電動機制御装置である。
　また、本発明は、空気の取り込み口に弁を有する圧縮機を動作させる電動機の回転速度
を制御し駆動する電動機制御方法であって、前記圧縮機内部の圧力が大気圧よりも高い条
件下で前記電動機を起動する際に、空気の取り込み口の弁を開放するまでの高いモータト
ルクを要求される期間中、回転速度をほぼ一定値に保持させ、脱調させることなく安定に
行う電動機制御方法である。
　次に、本発明を実施するための最良の形態を説明する。そこで、本発明の圧縮機制御シ
ステム及び電動機制御装置並びに電動機制御方法の実施例について、図面を用いて説明す
る。
【実施例１】
【００１７】
　実施例１を説明する。図１は、本発明の第１の実施例の構成を説明する図である。電動
機制御装置の回転速度指令作成器１０から出力される回転数速度となるように、電圧指令
演算部２０から出力される指令を基にＰＷＭ演算部３０およびインバータ部４０から出力
される交流電力により電動機５０を駆動し、スクリュー圧縮機６０による空気の圧縮を行
う。
【００１８】
　スクリュー圧縮機６０は、エアフィルタ７０から取り込んだ空気を配管１００を通じて
吸入し、圧縮した空気を吐出する。吸入絞り弁８０は、配管１００の途中に配し、圧縮機
停止時に空気が逆流することの無いように大気と圧縮機の吸入側を遮断する。
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【００１９】
　圧力センサ９０は、配管１００の途中に配し、圧縮機の吸込側の圧力を計測する。圧力
センサ９０の情報を基に回転速度指令作成器１０では、加速、一定速期間を判定し、電動
機５０の回転速度を指令する。
【００２０】
　この圧縮機の回転速度指令作成器１０での残圧起動時の制御について、図２に示すフロ
ーチャートを用いて説明する。図２で、残圧起動を開始する（ステップ２００）と、先ず
電動機を加速する（ステップ２１０）。そして、圧力センサ９０で測定した圧縮機６０の
吸込側圧力が「大気圧＋α」以上（ステップ２２０－ＮＯ）の場合は、ステップ２１０に
戻り、電動機の加速を行う。ここで、αはモータが脱調することなく出力可能なトルクに
対し、十分な余裕を持つ事の出来る圧力である。
【００２１】
　圧力センサ９０で測定した圧縮機６０の吸込側圧力が「大気圧＋α」未満となった場合
（ステップ２２０－ＹＥＳ）、電動機５０の加速を停止し、一定速度Ａに保持する回転制
御とする（ステップ２３０）。ここで、圧縮機６０は圧縮動作を続けるため、圧縮機６０
の吸入側圧力は下がりつづけ、大気圧以下となる。圧縮機６０の吸入側の圧力が大気圧以
下となると、吸入絞り弁８０を開放する。一定速度Ａは、採用する制御方式などに応じて
、ほぼ一定の速度でもよい。
【００２２】
　次に、圧力センサ９０で測定した圧縮機６０の吸込側圧力が「定常動作における圧力」
未満である場合には（ステップ２４０－ＮＯ）、ステップ２３０に戻り、電動機の回転速
度Ａを保持し、加速を行わない。圧力センサ９０で測定した圧縮機６０の吸込側圧力が「
定常動作における圧力」以上へと復帰すると（ステップ２４０－ＹＥＳ）、電動機の加速
を再開し（ステップ２５０）、目標回転数へと到達する（ステップ２６０－ＹＥＳ）まで
加速を続ける。
【実施例２】
【００２３】
　実施例２を説明する。図３は、本発明の第２の実施例の構成を説明する図である。本実
施例は、実施例１の構成（図１参照）から圧力センサ９０を除いたものである。この構成
により、吸入側の圧力情報を使用することなく制御を可能とする。
【００２４】
　実施例２の回転速度指令作成器１０での残圧起動時の制御について、図４に示すフロー
チャートを用いて説明する。図４で、残圧起動を開始する（ステップ３００）と、先ず電
動機を加速する（ステップ３１０）。そして、実施例１での吸入側圧力に代わり、回転数
指令による判定を行う。回転数指令値が「回転数指令保持を開始する回転数（周波数）」
未満である場合（ステップ３２０－ＮＯ）にはステップ３１０に戻り、電動機の加速を行
う。ここで、「回転数指令保持を開始する回転数」は予め、電動機が脱調することなく、
加速可能な回転数（回転速度）を設定しておくものである。
【００２５】
　次に、回転数指令値が「回転数指令保持を開始する回転数」以上となった場合（ステッ
プ３２０－ＹＥＳ）、電動機５０の加速を停止し、一定回転数Ａの回転制御とする（ステ
ップ３３０）。
【００２６】
　ここで、回転数を保持してからの経過時間を測定する。回転数を保持してからの経過時
間が「回転数指令保持を行う設定時間」以下である場合（ステップ３４０－ＮＯ）、ステ
ップ３３０に戻り、電動機５０の回転数指令値Ａを保持し、加速を行わない。回転数指令
を保持してからの経過時間が「回転数指令保持を行う設定時間」を超える場合（ステップ
３４０－ＹＥＳ）、電動機５０の加速を再開し（ステップ３５０）、目標回転数に到達す
る（ステップ３６０－ＹＥＳ）まで加速を続ける。ここで、「回転数指令保持を行う設定
時間」は、予め負荷が十分に小さくなるまでの時間を測定して求め、設定しておくもので
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あるとする。
【００２７】
　図５は、本実施例における圧縮機６０の圧縮動作に必要な回転数Ｎ、モータトルクτＭ
、吸込側圧力Ｐ１と駆動時間ｔとの関係図である。残圧が高く、かつ本実施例を用いない
場合には、吸込側圧力が大気圧以下となる前後で、電動機が出力可能なモータトルクτＭ
の限界値を超え、電動機の脱調を引き起こす（点線）。本実施例を用い、吸込側圧力が大
気圧以下となる前後回転速度を一定に保持することで「加速トルク」分のトルクが低減さ
れ、電動機が出力可能なモータトルクτＭの限界値となり、脱調を引き起こさず起動が可
能である（実線）。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施例１における電動機制御装置の構成を示す図である。
【図２】実施例１における電動機制御装置の速度制御のフローチャート図である。
【図３】実施例２における電動機制御装置の構成を示す図である。
【図４】実施例２における電動機制御装置の速度制御のフローチャート図である。
【図５】実施例の圧縮機制御システムにおける吸込側圧力と、圧縮動作に必要なトルクの
関係図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０：回転速度指令作成器、２０：電圧指令演算部、３０：ＰＷＭ演算部　４０：イン
バータ部、５０：電動機、６０：スクリュー圧縮機、７０：エアフィルタ、８０：吸入絞
り弁、９０：圧力センサ、１００：配管

【図１】 【図２】
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【図５】
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